
 

 

 

和解契約書（一部） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件につき、申立

人Ｘ１及び申立人Ｘ２（以下、両名合わせて「申立人ら」という。）と被申立人

東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、下記の損害項目について和解することとし、それ以

外の点については、本和解の効力が及ばないことを相互に確認する。 

記 

  損害項目 

    ①財物損害（別紙物件目録１記載の土地）  １８０万８９５０円 

    ②財物損害（別紙物件目録２記載の建物）  ２１９８万５５００円 

２ 和解金額 

  被申立人は、申立人らに対し、第１項所定の損害項目ついての損害賠償金

として、金２３７９万４４５０円の支払義務のあることを認める。 

３ 支払方法 

  （省略） 

４ 手続費用 

  本件に関する手続き費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人

は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２４年１２月１７日 

（別紙物件目録省略） 

 

 

（仲介委員 湯澤昌己） 

平成１４年に帰還困難区域内の土地を購入し、翌年に建物を新築して居住

していた申立人について、土地については購入時価格と造成費用を考慮して

損害額を算定し、また、建物については購入時価格に実際の使用可能年数（１

００年）を基礎とする減価をして損害額を算定して賠償されたほか、各種の

動産が賠償された事例。 
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和解契約書（全部） 

原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１及びⅩ２（以下「申立人ら」という。）と被申立

人東京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

   申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限

る。）について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力

が及ばないことを相互に確認する。 

                記 

 損害項目 ア 不動産損害 

       ①別紙物件目録１乃至４記載の土地    

       ②別紙物件目録５記載の土地 

       ③別紙物件目録６記載の建物 

      イ 不動産損害（作業所） 

      ウ 不動産損害（池工事） 

      エ 不動産損害（芝生・植栽等） 

      オ 不動産損害（進入路Ｕ字溝工事） 

      カ 生活費増加費用（避難先での鶏小屋建築分） 

       （平成２３年１１月９日） 

      キ 生活費増加費用（防風ネット等再調達分） 

       （期間 自 平成２３年３月１１日 

至 平成２４年５月３１日） 

      ク 動産損害（ビニールハウス） 

      ケ 動産損害（太陽光発電装置） 

      コ 動産損害（トラクター） 

      サ 動産損害（田植機） 

      シ 動産損害（チッパー） 

２ 和解金額 

  被申立人は、申立人らに対し、第１項所定の損害項目（同項所定の期間に 

限る。）についての損害賠償金として、合計金３５，３３５，４２９円の支払 

義務のあることを認める。 

  （内訳）ア 不動産損害 

       ①別紙物件目録１乃至４記載の土地 ６，５３２，０５０円  

平成１４年に帰還困難区域内の土地を購入し、翌年に建物を新築して居住

していた申立人について、土地については購入時価格と造成費用を考慮して

損害額を算定し、また、建物については購入時価格に実際の使用可能年数（１

００年）を基礎とする減価をして損害額を算定して賠償されたほか、各種の

動産が賠償された事例。 
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       ②別紙物件目録５記載の土地    １，３００，０００円 

       ③別紙物件目録６記載の建物   １９，１９８，５００円 

      イ 不動産損害（作業所）      ３，８７０，７８７円 

      ウ 不動産損害（池工事）        ８８６，５７０円 

      エ 不動産損害（芝生・植栽等）     ５０４，５２５円  

      オ 不動産損害（進入路Ｕ字溝工事）    ７４，４３８円 

      カ 生活費増加費用（避難先での鶏小屋建築分） 

                          １６４，３５３円 

      キ 生活費増加費用（防風ネット等再調達分） 

                          ２００，０００円 

      ク 動産損害（ビニールハウス）      ７０，０００円 

      ケ 動産損害（太陽光発電装置）   １，６５２，２０６円  

      コ 動産損害（トラクター）       ５４６，０００円 

      サ 動産損害（田植機）          ２６，０００円 

      シ 動産損害（チッパー）        ３１０，０００円 

３ 支払方法 

  （省略） 

４ 清算条項  

申立人らと被申立人は、第１項カ及びキ記載の損害項目（同項所定の期

間に限る。また、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるも

ののほか、当事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。ただ

し、第１項ア乃至オ及びク乃至シ記載の損害項目については、本和解に定

める金額を超える部分につき、清算の効力は及ばず、申立人らが被申立人

に対して別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に確認する。 

５ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申

立人が署名（記名）押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立

人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付す

る。 

平成２５年１１月２０日 

（別紙物件目録省略） 

 

（仲介委員 湯澤昌己） 

 


